
■検査報告書のオンライン報告（メール報告）実施要領 【資料5】

報告会社 協議会 協議会

オンライン報告の条件 協議会担当者

初回報告以外・お客様印無し・遅延・要是正がないもの 確認内容は紙の報告書と同じ

曜日指定日の報告会社は指定日にPDF送信（事前連絡要） 書類不備については基本ﾃﾞｰﾀ破棄

紙の報告書の申込用紙にオンライン報告明細を添付 （場合によっては差替え要）

メール件名：メール報告又はオンライン報告を入れる 協議会受付印は不要（PDFﾃﾞｰﾀ）

PDFにはパスワードを設定

PDF報告書は1部のみ（正の印は不可）紙不要

報告書の右上の日付を協議会受付日とする

ｱﾄﾞﾚｽ：kinki-block@kbskk.or.jp メール送信時に明細書も送信

報告会社へ返却の連絡は紙の報告書の返却日と同じ

返却のメール文を作成（内容確認依頼書をPDF添付）

(ファイル名：登録番号+ﾒｰｶｰ+内容確認）

（内容確認依頼書(紙）にオンライン報告分と表示）

行政庁の事前準備 ※わかりやすいように赤字で表示

受信メールアドレス、担当者決定

協議会 メールサーバー容量確保

保存用サーバー容量確保 最終版入手日を「協議会受付日」とする

パスワード設定方法決定 協議会 報告会社

　協議会代表者 　協議会代表者

行政庁

　　紙の報告書発送時時

協議会担当者 　　紙の報告書を発送時 紙の報告書の返却日にPDF受付の可否を送信

報告済証返却日に送付・送信 受付不可の場合、内容確認依頼書をPDF添付

PDFの第一面のみ印刷を行い協議会受付印を押印 ※次回提出する際、報告書右上の日付を修正する

他の紙ベースの報告書と一緒に保管

報告済証返却日に結果通知書（PDF）を送信

■検査報告書のオンライン報告（メール報告）実施状況

オンライン報告受付台数は、報告会社から協議会、協議会から行政にメールで送信した台数。（協議会で印刷し紙で送付たものは含まない。）

実績（大阪府内）
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メール報告可能な特定行政庁は寝屋川市を除く大阪府内１７特定行政庁

メール報告したい報告会社は検討の上協議会まで相談願います。

（メールサーバー容量確保、ＰＤＦソフト整備、保存用サーバー確保）
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